
 このことについて、下記により開催いたしますので、広くご紹介いいただけ

れば幸いです。よろしくお願いいたします。 

記 

１ 日 時  令和７年２月２５日（火）午前１０時～ 

本会議場への議員の入場は午前９時５０分です。 

その後、数分間本会議場内での撮影時間を取らせていただき

ます。 

なお、本会議場内で撮影いただけるのは、上記撮影時間のみ

となりますのでご了承ください。 

２ 場 所  米沢市役所４階「本会議場」 

議員の入場は、西側入口(議長席後方入口)からとなります。 

３ 報道の方の入場・撮影場所等 

添付の配置図を参照願います。 

【米沢市きもの議会】 

昭和５４年２月の臨時会で開催されて以来、毎年３月定例会初日には 

 『きもの議会』を開催しており、令和７年３月定例会で４７回目となり 

ます。 

 これは、米沢市の基幹産業として、長年にわたり地域経済発展に貢献 

してきた米沢織物業界の振興と活性化を支援するため開催するもので、 

議場内の議員と職員が『きもの』を着用し、会議に出席するものです。 

米沢市議会３月定例会「米沢市きもの議会」 

を開催します 

令和７年２月１４日 

議会事務局 

電話 22-5111（内線５３００） 

米沢市報道資料 



 

 きもの議会の開催について 
 

                                              ◎ 当日のスケジュール 

・ 市民憲章唱和    9:45 

・ 入 場       9:50 

  報道機関の撮影 

・ 開 会      10:00 

 

                                              ◎ 議員の入場の方法等 

議場西側入口（議長席後方）から

議長、副議長、議席後列（議席番号

13～24）、議席前列（議席番号 12～

１）の順番で入場し、 Ａ で議場内

に一礼、議長席南側から議長席の前

を通り、後列東側から着席します。 

 

                                              ◎ 報道の方の入場・撮影場所等 

・ 議場へは、議場北東側入口から入

場願います。 

・ 撮影範囲は、議場東側（傍聴席側）

及び議場中央、質問席のラインまで

とします。 

 

 

 
この破線から東側（右側）
で撮影願います。 

着付けの場所として使用していますので、委員会室への立ち入りはご遠慮ください。 

 

 
報道の方の

入場口 

A 

議員の動線 


